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各高齢者施設・住まい 

各介護保険事業所 

 

             神奈川県福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課長 

 

感染防止対策の推進等について（通知） 

 

 本県の新型コロナウイルス感染症対策の推進につきましては、日頃格別の御理解、御

協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

現在、感染の急拡大に伴い、医療機関の外来窓口は発熱等の症状がある方や感染の不

安がある方の対応に追われ、優先して治療すべき患者の対応に手が回りにくい状況にな

っており、この状況を改善することが急務となっています。 

本県は、限られた医療資源を、高齢者、基礎疾患をお持ちの方等、重症化リスクの高

いハイリスク者に重点化するため、抗原検査キットでセルフテストをして、医療機関を

利用せずに自宅で療養していただく「自主療養届出制度」を運用しています。 

 

高齢者施設におかれましては、引き続き【別紙】のとおり、感染対策の徹底及びサー

ビス提供の継続をお願いします。 

 

なお、県では、社会経済活動との両立の観点から、現時点では、行動制限の要請は行

いませんが、それは、感染防止対策を取らなくてよいということではなく、一人ひとり

の感染防止対策がより重要になります。県民の皆様には、改めて、換気や状況に応じた

マスクの着脱などの基本的な感染防止対策の徹底をお願いしているところです。 

上記の概要については、昨日開催した別添「第 63 回新型コロナウイルス感染症神奈

川県対策本部会議資料」のとおりですので、参考までに送付します。 

 

別添 

 １ 知事メッセージ 

 ２ 「第 63 回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議資料」現在の感染状

況への対応について 

  

 

問合せ先 

電話 (045)210-1111（代表） 

福祉施設グループ    （内線 4855） 

          保健・居住施設グループ （内線 4857） 

在宅サービスグループ  （内線 4824） 

管理者様 



【別紙】 

社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続

する上で欠かせないものであり、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供され

ることが重要であることから、改めて、感染防止対策の徹底を継続いただき、引き続

き、特に次の点にご留意いただきながら対応くださるようお願いします。 
 

１ サービス提供の継続 

○  施設サービス・在宅サービスともに、感染防止対策を徹底の上、必要なサービ

スが提供されるよう、サービスを継続すること。 

○  在宅サービスにおいて、職員が自宅待機になる等、事業の継続が難しい場合

には、ケアマネジャーや市町村と協力し、代替サービスを調整すること。 

 

２ 感染防止対策の徹底 

○  陽性確認された入所者への対応などについて案内するため、県高齢福祉課と

医療危機対策本部室とで連携し作成した「高齢者福祉施設における対応の手引

き」や、令和４年７月 11 日付け通知「『神奈川県新型コロナウイルス感染症対

策指針 医療・福祉編』について」を踏まえ、日頃からの感染防止対策や入所者

に感染者が発生した際の具体的な手順や優先順位を確認し、いざという時に迅

速かつ適切に対応できるよう、事前の準備を行うこと。 

○  感染の疑いを早期に把握するため、毎日の検温、食事等の際における体調の

確認を行うこと等により、日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意

すること。 

【対応の手引き掲載ページ】 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/covid19/index.html#guide 

【「神奈川県新型コロナウイルス感染症対策指針 医療・福祉編について」（通知）掲

載ページ】 

https://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=1039&topid=22 

 

３ 感染疑い・感染発生時の連絡の徹底 

○   感染が疑われる者が発生した場合は、個室隔離等の対応を行い、協力医療機

関や地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受ける

こと。 

○  当該施設内での情報共有を行うとともに、指定権者への報告を行うこと。ま

た、当該利用者の家族等に報告を行うこと。 

（ 指定権者への速やかな報告により、必要に応じて、緊急的な衛生用品の支援、

サービス継続支援につながります。） 

○  感染者が一人でも発生した場合には、令和３年３月１日付事務連絡「施設・事

業所における新型コロナウイルス感染症に係る報告について」に基づき、施設

の情報及び陽性者数等を日次報告 web フォームに入力いただき、日々の状況を

報告すること。（横浜市・川崎市・横須賀市に所在する事業所・施設を除く） 



県医療危機対策本部室、保健所、県高齢福祉課等が連携して支援します。（感染

拡大防止指導、集中検査の実施、職員応援調整や衛生用品の支援） 

【日次報告 web フォーム入力マニュアル掲載場所】 

 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/covid19/index.html 

 

○  感染者や濃厚接触者が発生した場合、介護サービスを継続して提供できるよ

う、通常時には想定されないかかり増し経費を支援します。 

 


